
「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」変更新旧対照表 

 

（下線部分が変更箇所） 

新 旧 

１． 

～        （省 略） 

３． 

 

４．（領収書等の提出） 

(1)       

～       （省 略） 

(2)   

(3) 領収書等に記載の支払年月日と本口座

からの払戻日が同じ年に属さない場合、本

非課税措置の適用対象外となります。 

(4) 領収書等の原本等の返還が必要な場合、

当組合は所定の方法により表示等を行っ

たうえで返還いたします。 

(5) 当組合では、教育資金と無関係と判断さ

れる領収書等の提出があった場合、その領

収書等は返却し、提出はなかったものとし

ます。 

 

５． 

～        （省 略） 

16． 

 

（平成３０年４月１日現在） 

１． 

～        （同 左） 

３．  

  

４．（領収書等の提出） 

(1)       

～       （同 左） 

 (2)  

        （追 加） 

 

 

(3) 領収書等の原本等の返還が必要な場合、

当組合は所定の方法により表示等を行っ

たうえで返還いたします。 

(4) 当組合では、教育資金と無関係と判断さ

れる領収書等の提出があった場合、その領

収書等は返却し、提出はなかったものとし

ます。 

 

５． 

～        （同 左） 

16． 

 

（平成２７年１０月１日現在） 

 


